
Bank Pay 取引規定の新旧対照表 

 

改 定 案 現 行 

第 1 章 Bank Pay 取引 

1.～3.省略 

４．（Bank Pay 取引契約等） 

⑴～⑵ 省略 

(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、そ

の成立に先立って利用者によって次の行為がなされた

ものとみなします。ただし、BP 加盟店と BP 加盟店銀行

その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係

る債権の譲渡が行われない場合は、第 1号の行為のみが

あったものとみなします。 

①～② 省略 

(4) 前項第 2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、

利用者が売買取引に関して BP 加盟店またはその特定承

継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解

除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、

売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物

の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を

拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 

⑸ 省略 

4 の 2～12.省略 

第 2章 Bank Pay ことら送金 

13.(適用範囲) 

本章の規定は、当金庫が提供する少額送金サービスであ

る「Bank Pay ことら送金」（以下「BP ことら送金」といい

ます。）を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に

第 1章 Bank Pay 取引 

1.～3.省略 

４．（Bank Pay 取引契約等） 

⑴～⑵ 省略 

(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、そ

の成立に先立って利用者によって次の行為がなされた

ものとみなします。 

 （追加） 

 

 

①～② 省略 

(4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者

が売買取引に関して BP 加盟店またはその特定承継人に

対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売

買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取

引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質

不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶す

る旨の一切の主張を放棄することを指します。 

⑸ 省略 

4 の 2～12.省略 

第 2章 Bank Pay ことら送金 

13.(適用範囲) 

本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サー

ビスである「Bank Pay ことら送金」（以下「BP ことら送金」

といいます。）を機構が提供する利用者アプリを通じて行う



適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、

機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。な

お、BP ことら送金のうち、「特定用途送金」については、第

26 条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものと

します。 

14.～25.省略 

26.（特定用途送金に関する留意事項） 

(1) 特定用途送金とは、BP ことら送金のうち、株式会社こ

とらが別途定める取引（以下「対象取引」といいます。）

に関して、特定用途送金の対象となる預貯金口座または

資金移動業者のアカウント（以下「対象アカウント」と

いいます。）と登録預金口座との間で行う送金サービス

（対象取引に係る送金が行われる場合において、当金庫

が当該送金に係る資金を対象アカウントから利用者の

指定するアカウントに入金する行為も本サービスに含

まれるものとします）を指します。 

 

(2) 寄付可能な用途または対象法人・団体の要件の詳細に

ついては、株式会社ことらのウェブページ（「ことら送

金」利用者はこちら＞使い方＞ことら送金）を確認して

ください。 

27.（譲渡・質入れの禁止） 

 省略 

28.（規定の変更） 

 省略 

場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」

とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとしま

す。 

（追加） 

 

14.～25.省略 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.（譲渡・質入れの禁止） 

 省略 

27.（規定の変更） 

 省略 

 

以 上 


